
 

１ 審議会名 平成２４年度第１回安曇野市介護保険等運営協議会              

２ 日  時 平成２４年５月１１日(金) 午後１時 から午後３時１０分まで 

３ 会  場 穂高健康支援センター集団指導室 

４ 出席者 丸山浩委員、山本律子委員、山田文明委員、松嶋隆徳委員、須澤大知委員、天野裕委員 

竹村敏彦委員、深澤一廣委員、高山眞理子委員、手塚尚徳委員、中村雅彦委員、小林真弓委員、飯沼

みき委員 

５ 市側出席者 飯沼健康福祉部長、等々力高齢者介護課長、丸山介護保険係長、藤原高齢者福祉係

長、宮下介護予防係長、宮島介護支援係長、西澤（事務局担当者） 

６ 公開・非公開の別 公開           

７ 傍聴人  ０人    記者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     平成２４年５月１８日  

協  議  事  項  等 

 １ 会議の概要 

進 行 （等々力高齢者介護課長） 

（１）開 会（等々力課長） 

皆さんこんにちは、私は高齢者介護課長の等々力と申します。よろしくお願いします。お忙しい中、ご出

席いただきありがとうございます。介護保険等運営委員をお願いしましたところ、ご快諾いただきありがと

うございました。ただいまから第１回平成２４年度介護保険等運営協議会を開催させていただきます。 

（２）あいさつ（飯沼健康福祉部長） 

 ４月から健康福祉部長に着任しました飯沼利雄です、先ほど課長から話があった、この２４年度から２６

年度まで介護保険等運営協議会の運営委員をお願いしましたところ、本当に快くお引き受けいただきまして

ありがとうございます、今後ともよろしくお願いしたいと思います。本日、天候がもちましたが、肌寒い

中、またお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。昨年度は老人福祉計画、第５期介護保険事業

計画と委員の皆さまにはお世話になりました。おかげ様で皆様からご検討いただいた介護保険事業計画、立

派なものが出来上がり、今後この計画に従って事業を進めてまいります。是非、今後とも皆様のお力をお借

りしたく、よろしくお願いいたします。高齢者が生きがいを持って生活し、健康に暮らしていくための介護

保険事業でございます。本日はお疲れ様です、よろしくお願いします。 

（３）委嘱書交付（飯沼健康福祉部長より各委員に委嘱書が交付された） 

（４）自己紹介（各委員による挨拶を兼ねた自己紹介が行われた） 

（５）会長・副会長選出 

等々力課長 委員による互選となっておりますが、どのように選出していったらよろしいでしょうか？ 

  委員    事務局の方で何か案がありましたら、伺いたい 

  等々力課長 選考は飽くまでも委員の皆様による互選ではありますが、私どもがあえて案としてあげるので

あれば会長に松嶋さん、副会長に須澤さんを提案します。松嶋さんは民生委員会長として地域に

根付いて、介護保険や高齢者の実態にあかるい。須澤さんは２期会長を務めていただき、２度の

介護保険事業計画を中心になってまとめていただきました。いかがでしょうか？ 

      （委員全員による拍手） 

        皆さまにご賛同いただいたということで、宜しいでしょうか。おふた方お受けいただけます

か？（ご承諾いただいた） 

  会長、副会長挨拶 

松嶋会長  ただいま事務局のほうから推薦をいただいて、みなさんにご承認をいただき会長を務めること

になりました。委員の皆様や、経験豊富な須澤さんのお力をお借りして進めていきたいと存じま

す。 

  須澤副会長 今回は、副会長として皆様にお世話になりますがお願いします。 

（６）協議事項（進行及び座長 松嶋会長） 

松嶋会長  座って議事をつかさどります。どうしても空けられない会議があります、最初から迷惑をおか

けしますが、途中で抜けさせていただきます。 

   ①．安曇野市介護保険関連サービス基盤整備に係る選考会の設置について（説明 介護保険係 西澤） 

      第５期介護保険事業計画に基づく安曇野市の介護保険施設整備について整備事業者選考の公平、

透明性を図る為に、選考会を当協議会の部会として設置し、公募により選考を実施したい。選考会

には、皆様の中より、６名ご参加いただき、選考した内容について、残りの７名が審査をする形式

をとりたい。この事は昨年の協議会において、ご承認いただいているが是非ともお受けいただきた 
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      い。このほか市が指定する地域密着型サービス事業者の適正な運営を図る為に、指定や基準について

も、今後は皆様にご協議いただきたいと考えています等説明が行われた。 

      （委員からの質疑なく、ご承認いただいた） 

     ②．介護保険事業者選考会委員の選出について。（西澤説明） 

       先ほど、ご承認いただいた選考会の設置要領によると、選考会委員は、協議会会長が指名するとあ

ります。できればこの場で御指名いただきたいと考えますが、会長お願いできますか。 

      松嶋会長 わかりました。名簿に書かれている、公募や、医療・保健などといった委員の選出区分か

ら最低１名でるように選定したいと思います。別室で選考したいので、副会長及び事務局の方、同席

をお願いします。（１０分程選考） 

      松嶋会長 選考委員に、一般公募より丸山委員、学識経験者より山田委員、保健・医療・福祉関係者

より竹村委員、事業者代表より、高山委員と中村委員、を選定しました。また委員選考の中で、市と

して初めての選考であるため、会長も委員として参加して欲しいと強く推されました。今期は、私、

松嶋も委員を務める事としました。宜しいでしょうか。（全委員よりご承諾いただいた） 

      松嶋会長 では、引き続き選考委員長、副委員長を互選で選びますので、委員に選ばれた方は別室に

お集まりください。（１０分程話合） 

      松嶋会長 発表します 委員長に山田委員さん、副委員長に丸山委員さんが選ばれました。 

ここですみませんが退席いたします。以降は須澤副会長に進行をお願いします。 

     ③．平成２４年度の介護保険サービス事業者の公募について。（説明 西澤） 

       本年度の公募は、特定施設入居者生活介護施設 ５０床 安曇野市全域と認知症対応型共同生活介

護９床 豊科地区です。その他、応募要項、選考基準、選考方法について説明を行った。 

     質 疑 

質問１ 応募条件について 安曇野市内に事業所を置く法人とは具体的にどのようなことか、表現が

あいまいで判りづらい、市内の建設業者が応募を行っても良いということか。また、新しく法人

を設立して参入する方は参加できないのか。 

回答 市内で介護事業者を行っている事業者を想定して記載したが、あいまいである為検討を行う。 

 

質問２ 選考基準に対して配点があり、たとえば「大変よい」２０点、どういった状況が「大変良

い」のか基本基準があるのかまったく選考委員個人の判断でつけていいのか？個人的感覚では判

断ができない。 

就職試験や学校の試験ならいいが、事業所さんにそれだけの力があるかは、出してきた資料だ

けではわからない。事前によく調べないとわからない、銀行の信用状況などわからない。そこま

で私たちではできない。 

         選考で、基準に満たなかった場合は、選定事業者なしとするとあるが、なしにする基準がな

い。何点だったら選定なしになるのか。 

      回答 ご意見を参考にして、検討し細部まで規定を作ります。ただ、採点方式は、選からもれた事業

者への説明や、選考の透明性の意味からも得点の公表を予定しており、実施したいと考えます。 

 

質問３ 近隣への説明会や、提出書類の銀行からの融資の証明書、土地・家屋の賃貸証明などは、選

考で落ちた時に係った方に迷惑をかけてしまう。（選考されなかった説明を後日しなければなら

ない為）なくしたほうが良いのでは。また人員の配置は基準のとおりにしか書かないので意味が

ないのでは※他の委員からは、選考する為には全部出してもらっても選考には足りないくらいだ

との意見も出た。 

 

回答  応募者の手間を軽減や、後の地域でのトラブルは考えなければならないが、多くの事業者の

応募が予測されるため、選考資料は多い方が、選考精度が上がります。また選考後に市民の皆様

によりよいサービスをトラブルなく提供いただく為には、多くチェックをしてリスクを減らす必

要があります。いずれにしても、一番良い方法を検討します。 

 

意見１ 私は、今までの経験から、施設によってサービスの良し悪しがあることを見て来ておりま

す。今回よりこのように基準を設けて事業者を選考することでこれから以降は、事業者の質が上

がっていくと考えるが、それ以前の事業者の改善は見込めない。市としてサービスに一定の基準

を設けてはどうか。 

       

※会議概要は、原則として公開します。会議終了後、２週間以内に企画財政部まちづくり推進課へ
提出してください。※会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由を記載してください。 
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回答 基準については、法律により定められている。市でサービスの基準を設けることは、法律以上

のものを事業者に求める事であり、その事により、事業者を圧迫することが考えられます。また

質の高いサービスは利用料に跳ね返る事も考えなければならない。いずれにしても、サービスの

良し悪しは、経営者の考え方で変わってしまう内容だと考えます。今回の選考ではそんなところ

を良く審査していただきたい。市としても、今回の事業者選考を期に、介護サービスの質につい

て、対応を考えたい。 

      ④ 安曇野市の介護保険事業等について 

        会議時間超過の為、各係長より、仕事の内容及び自己紹介が行われた。 

      ⑤ その他 

       委員 「安曇野市老人福祉計画及び第５期介護保険事業計画」策定にあたってはパブリックコメント

を行っているが、内容や結果についてはどのように公開しているのか。 

       回答 事業計画と合わせて市のホームページに掲載してあるはずですが、確認します。 

 

    （７）閉 会（須澤副会長） 

本日の第１回介護保険等運営協議会を終わります。 

飯沼部長  本日はありがとうございました。 

 




